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規
　
則

◯
秋
田
県
公
報
発
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
六
一
・
総
務
課
）

告
　
示

◯
地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証
（
三
二
八
・
農
地
計
画
課
）

◯
平
成
十
三
年
度
保
育
士
試
験
の
実
施
（
三
二
九
・
子
育
て
支
援
課
）

◯
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
に
関
し
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
（
三
二
〇
・
商
工
業
振
興
課
）

公
　
告

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
（
鹿
角
総
合
農
林
事
務
所
）

◯
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
山
本
総
合
農
林
事
務
所
）

◯
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
秋
田
総
合
農
林
事
務
所
）

◯
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
秋
田
総
合
農
林
事
務
所
）

◯
市
町
村
営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
の
認
可
申
請
を
適
当
と
す
る
旨
の
決
定
（
秋
田
総
合
農
林
事
務

所
）教

育
委
員
会
規
則

◯
県
費
負
担
教
職
員
の
定
数
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
一
二
・
義
務
教
育
課
）

人
事
委
員
会
公
告

◯
平
成
十
三
年
度
秋
田
県
教
職
員
採
用
試
験
公
告

◯
平
成
十
三
年
度
警
察
官
採
用
試
験
公
告

収
用
委
員
会
公
示
送
達

◯
土
地
収
用
法
施
行
令
に
よ
る
公
示
送
達

秋
田
県
公
報
発
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
三
年
五
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
六
十
一
号

秋
田
県
公
報
発
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
公
報
発
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
七
条
第
一
号
中
「
掲
げ
る
課
」
の
下
に
「

、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
室
」
を
加
え
、
「
課
及

び
」
を
「
課
、
」
に
改
め
、「
地
方
機
関
」
の
下
に
「
及
び
同
規
則
第
十
五
条
の
四
第
二
項
に
規
定

す
る
北
秋
田
地
方
部
大
館
地
区
総
合
事
務
所
並
び
に
秋
田
県
チ
ー
ム
設
置
規
則
（
平
成
十
三
年
秋
田

県
規
則
第
四
十
五
号
）
第
二
条
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
チ
ー
ム
」
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
三
百
二
十
八
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
地
籍
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
三
年
五
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
　
調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

岩
城
町

成
果
の
名
称

由
利
郡
岩
城
町
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

由
利
郡
岩
城
町
大
字
勝
手
、
道
川
、
冨
田
、
泉
田
、
六
呂
田
、
下
黒
川
の
各
一
部

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

平
成
十
二
年
度

〇
・
七
四
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

認
証
年
月
日

平
成
十
三
年
五
月
十
日

二
　
　
調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

雄
勝
町

成
果
の
名
称

雄
勝
郡
雄
勝
町
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

１

告
　
　
　
　
　
　
示

規
　
　
　
　
　
　
則

（一）（二）（一）（二） （三）（四）（五）
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測
量
及
び
調
査
を
行
っ
た
地
域

雄
勝
郡
雄
勝
町
大
字
小
野
、
横
堀
の
各
一
部

実
施
年
度
及
び
認
証
面
積

平
成
十
一
年
度
及
び
平
成
十
二
年
度

〇
・
九
四
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

認
証
年
月
日

平
成
十
三
年
五
月
十
日

秋
田
県
告
示
第
三
百
二
十
九
号

児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
平
成
十
三
年
度
保
育
士
試
験
を
実
施
す
る
の
で
、
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十

八
年
秋
田
県
規
則
第
十
五
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
三
年
五
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
試
験
の
日
時
及
び
場
所

筆
記
試
験

日
時

平
成
十
三
年
七
月
二
十
四
日
（
火
）
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
四
十
五
分
ま
で

平
成
十
三
年
七
月
二
十
五
日
（
水
）
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
二
時
ま
で

場
所

秋
田
市
旭
北
栄
町
一
番
五
号
　
秋
田
県
社
会
福
祉
会
館

実
地
試
験

日
時

平
成
十
三
年
七
月
二
十
五
日
（
水
）
午
後
二
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
ま
で

平
成
十
三
年
七
月
二
十
六
日
（
木
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

平
成
十
三
年
七
月
二
十
七
日
（
金
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

場
所

秋
田
市
旭
北
栄
町
一
番
五
号
　
秋
田
県
社
会
福
祉
会
館

二
　
試
験
科
目
及
び
時
間
割

七
月
二
十
四
日

保
育
原
理
及
び
教
育
原
理
　
　
　
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
前
十
一
時
ま
で

保
健
衛
生
学
及
び
生
理
学
　
　
　
午
前
十
一
時
二
十
分
か
ら
午
後
零
時
二
十
分
ま
で

児
童
福
祉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
午
後
一
時
二
十
分
か
ら
午
後
二
時
二
十
分
ま
で

社
会
福
祉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
午
後
二
時
四
十
分
か
ら
午
後
三
時
四
十
分
ま
で

保
育
実
習
（
筆
記
）

午
後
四
時
か
ら
午
後
四
時
四
十
五
分
ま
で

七
月
二
十
五
日

児
童
心
理
学
及
び
精
神
保
健
　
　
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
前
十
時
三
十
分
ま
で

栄
養
学
及
び
実
習
（
筆
記
）

午
前
十
一
時
か
ら
午
後
零
時
ま
で

看
護
学
及
び
実
習
（
筆
記
）

午
後
一
時
か
ら
午
後
二
時
ま
で

保
育
実
習
（
実
地
（
絵
画
製
作
）
）
午
後
二
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
ま
で

七
月
二
十
六
日
か
ら
七
月
二
十
七
日
（
県
が
指
定
し
た
一
日
）

保
育
実
習
（
実
地
（
音
楽
リ
ズ
ム
及
び
言
語
）
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

三
　
受
験
資
格

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
大
学
に
二
年
以
上
在
学
し
て
六

十
二
単
位
以
上
修
得
し
た
者
又
は
高
等
専
門
学
校
を
卒
業
し
た
者
、
そ
の
他
そ
の
者
に
準
ず
る

も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
者

な
お
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
者
と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
に
一
年
以
上
在
学
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
十
三
年
度
中
に
六

十
二
単
位
以
上
修
得
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
者
で
あ
る
と
当
該
学
校
の
長
が
認
め
た
者

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
専
門
学
校
及
び
短
期
大
学
の
最
終
学
年
に
在
学
し
て
い
る
者
で

あ
っ
て
平
成
十
三
年
度
中
に
卒
業
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
者
で
あ
る
と
当
該
学
校
の
長
が

認
め
た
者

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。
）
の
専
攻
科

（
修
業
年
限
二
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
盲
学
校
、
聾
学
校
、
養
護
学
校
の
専

攻
科
（
修
業
年
限
二
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
を
卒
業
し
た
者
、
又
は
当
該
専
攻
科
の
最

終
学
年
に
在
学
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
平
成
十
三
年
度
中
に
卒
業
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ

る
者
で
あ
る
と
当
該
学
校
の
長
が
認
め
た
者

学
校
教
育
法
に
よ
る
専
修
学
校
の
専
門
課
程
（
修
業
年
限
二
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

若
し
く
は
各
種
学
校
（
同
法
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
を
入
学
資
格
と
す
る
も
の

で
あ
っ
て
、
修
業
年
限
二
年
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
を
卒
業
し
た
者
、
又
は
当
該
専
修
学

校
の
専
門
課
程
若
し
く
は
当
該
各
種
学
校
の
最
終
学
年
に
在
学
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
平

成
十
三
年
度
中
に
卒
業
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
者
で
あ
る
と
当
該
学
校
の
長
が
認
め
た
者

外
国
に
お
い
て
、
学
校
教
育
に
お
け
る
十
四
年
以
上
の
課
程
を
終
了
し
た
者

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
若
し
く
は
通
常
の
課
程
に
よ
る
十
二
年
の
学

校
教
育
を
終
了
し
た
者
（
通
常
の
課
程
以
外
の
課
程
に
よ
り
こ
れ
に
相
当
す
る
学
校
教
育
を
終

了
し
た
者
を
含
む
。
）
又
は
文
部
科
学
大
臣
に
お
い
て
こ
れ
と
同
等
以
上
の
資
格
を
有
す
る
と

認
定
し
た
者
で
あ
っ
て
、
児
童
福
祉
施
設
に
お
い
て
、
二
年
以
上
児
童
の
保
護
に
従
事
し
た
者

児
童
福
祉
施
設
に
お
い
て
、
五
年
以
上
児
童
の
保
護
に
従
事
し
た
者

平
成
三
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

２

（一）（一） （二） （三）（四）（五）
（１）（２）（１）（２）

（一） （二）（三）
（１）（２）（３）（４）（５）

（二）（三）（四）
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学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
若
し
く
は
通
常
の
課
程
に
よ
る
十
二
年
の

学
校
教
育
を
終
了
し
た
者
（
通
常
の
課
程
以
外
の
課
程
に
よ
り
こ
れ
に
相
当
す
る
学
校
教
育

を
終
了
し
た
者
を
含
む
。
）
又
は
文
部
科
学
大
臣
に
お
い
て
こ
れ
と
同
等
以
上
の
資
格
を
有

す
る
と
認
定
し
た
者

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
、
又
は
文
部
科
学
大
臣
が
こ
れ
と
同
等
以
上
と
認
定
し
た

教
育
課
程
を
二
年
以
上
履
修
し
た
者
で
、
児
童
福
祉
施
設
に
お
い
て
一
年
以
上
児
童
の
保
護

に
従
事
し
た
者

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
、
又
は
文
部
科
学
大
臣
が
こ
れ
と
同
等
以
上
と
認
定
し
た

教
育
課
程
を
一
年
以
上
履
修
し
た
者
で
、
児
童
福
祉
施
設
に
お
い
て
二
年
以
上
児
童
の
保
護

に
従
事
し
た
者

満
十
八
歳
に
達
し
た
後
、
児
童
福
祉
法
に
よ
る
児
童
福
祉
施
設
に
お
い
て
三
年
以
上
児
童

の
保
護
に
従
事
し
た
者

一
か
ら
四
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
従
い
、
知
事
に
お

い
て
適
当
な
資
格
を
有
す
る
と
認
定
し
た
者

平
成
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
の
保
育
科
を
卒
業
し
た
者

四
　
受
験
申
込
み
に
必
要
な
書
類

保
育
士
試
験
受
験
申
請
書

添
付
書
類

受
験
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
　
一
通

住
民
票
の
写
し
　
一
通

五
　
受
験
申
請
書
用
紙
の
交
付

期
間
及
び
時
間

日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
き
、
平
成
十
三
年
五
月
十
八
日
（
金
）
か
ら
同
年
六
月
四
日
（
月
）

ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

場
所

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
健
康
福
祉
部
子
育
て
支
援
課

郵
送
で
交
付
を
求
め
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
保
育
士
試
験
受
験
申
請
書
請
求
」
と
朱
書

し
、
百
四
十
円
切
手
を
は
っ
た
あ
て
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
（
Ａ
四
判
）
を
同
封
す
る
こ
と
。

六
　
受
験
申
請
書
の
受
付

期
間
及
び
時
間

日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
き
、
平
成
十
三
年
五
月
二
十
五
日
（
金
）
か
ら
同
年
六
月
四
日

（
月
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

郵
送
の
場
合
は
、
締
切
日
必
着
と
す
る
。

場
所

秋
田
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
健
康
福
祉
部
子
育
て
支
援
課

郵
送
の
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
保
育
士
試
験
受
験
申
請
書
在
中
」
と
朱
書
す
る
こ
と
。

七
　
受
験
手
数
料

額
　
八
千
九
百
円

納
付
方
法

受
験
申
請
書
提
出
の
際
、
秋
田
県
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

八
　
合
格
者
の
発
表

平
成
十
三
年
十
月
上
旬
に
秋
田
県
公
報
に
登
載
す
る
と
と
も
に
、
受
験
者
に
は
書
面
で
通
知
す

る
。

九
　
試
験
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
先

健
康
福
祉
部
子
育
て
支
援
課
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
一
三
四
三
）

秋
田
県
告
示
第
三
百
三
十
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
に
関
し
て
、
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ

き
事
項
に
つ
い
て
の
意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告

し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
三
年
五
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

サ
ン
デ
ー
秋
田
御
野
場
店

秋
田
市
仁
井
田
本
町
五
丁
目
十
番
一
号

二
　
秋
田
市
長
の
意
見

意
見
な
し

三
　
周
辺
地
域
の
住
民
、
事
業
者
等
の
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

四
　
関
係
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

縦
覧
場
所

県
庁
第
二
庁
舎
一
階
　
県
政
情
報
資
料
室

秋
田
市
役
所
　
商
業
観
光
課

縦
覧
期
間

平
成
十
三
年
五
月
十
八
日
か
ら
同
年
六
月
十
八
日
ま
で

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
鹿

３

公
　
　
　
　
　
　
告

（１）（２）（１）（２） （３）（４）
（一）（二）（一）（一） （二）（二） （六） （五）

（一）（二）（一）（二）



平成13年 5月18日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1267号

角
郡
小
坂
町
大
谷
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
三
年
五
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

鹿
角
郡
小
坂
町
大
地
字
上
村
百
三
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
　
木
　
　
　
正

〃
　
　
〃
　
　
小
坂
字
大
生
手
百
三
十
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
　
村
　
甚
衛
門

〃
　
　
〃
　
　
　
　
〃
　
　
　
三
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
　
村
　
吉
　
哉

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
曲
戸
五
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
熊
　
谷
　
　
　
登

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
中
前
田
三
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
工
　
藤
　
　
　
亮

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
下
平
五
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
熊
　
谷
　
周
　
平

〃
　
　
〃
　
　
荒
谷
字
荒
川
二
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兎
　
沢
　
福
　
男

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
沢
ノ
口
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奈
　
良
　
耕
　
平

〃
　
　
〃
　
　
小
坂
字
曲
戸
四
十
三
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
熊
　
谷
　
國
　
雄

〃
　
　
〃
　
　
上
向
字
下
牛
馬
長
根
六
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
　
野
　
昭
一
郎

〃
　
　
〃
　
　
小
坂
字
上
小
坂
二
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
細
　
越
　
勝
　
司

〃
　
　
〃
　
　
上
向
字
谷
ノ
上
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
　
田
　
　
　
司

〃
　
　
〃
　
　
大
地
字
上
羽
ノ
木
田
四
十
五
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
亀
　
田
　
勝
　
美

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
〃
　
　
　
　
　
三
十
七
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
亀
　
田
　
幹
　
夫

〃
　
　
〃
　
　
小
坂
字
下
小
坂
三
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
　
館
　
隆
　
蔵

二
　
就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

鹿
角
郡
小
坂
町
大
地
字
上
村
百
三
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
　
木
　
　
　
正

〃
　
　
〃
　
　
小
坂
字
中
前
田
三
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
工
　
藤
　
　
　
亮

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
大
生
手
三
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
　
村
　
吉
　
哉

〃
　
　
〃
　
　
大
地
字
上
羽
ノ
木
田
四
十
五
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
亀
　
田
　
勝
　
美

〃
　
　
〃
　
　
上
向
字
鳥
越
六
十
七
番
地
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
　
田
　
力
　
也

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
下
牛
馬
長
根
六
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
　
野
　
昭
一
郎

〃
　
　
〃
　
　
荒
谷
字
荒
川
五
十
九
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目
　
時
　
重
　
雄

〃
　
　
〃
　
　
小
坂
字
曲
戸
四
十
三
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
熊
　
谷
　
國
　
雄

三
　
退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

鹿
角
郡
小
坂
町
大
地
字
上
前
田
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
亀
　
田
　
三
次
郎

〃
　
　
〃
　
　
小
坂
字
曲
戸
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
工
　
藤
　
義
　
幸

〃
　
　
〃
　
　
大
地
字
上
村
百
三
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
沢
　
田
　
孝
　
男

四
　
就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

鹿
角
郡
小
坂
町
大
地
字
上
前
田
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
亀
　
田
　
三
次
郎

鹿
角
郡
小
坂
町
小
坂
字
曲
戸
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
工
　
藤
　
義
　
幸

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
能

代
市
榊
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
同
条
第
十
七

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
三
年
五
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

能
代
市
字
機
織
轌
の
目
五
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
武
田
　
金
右
衛
門

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
三
年
五
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
井
川
町
土
地
改
良
区

退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

南
秋
田
郡
井
川
町
井
内
字
杉
ヶ
崎
三
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
澤
　
石
　
　
　
進

〃
　
　
　
〃
　
　
〃
　
字
上
野
二
百
五
十
番
地
の
四
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
　
藤
　
　
　
明

〃
　
　
　
〃
　
　
赤
沢
字
赤
沢
百
五
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
齋
　
藤
　
正
　
寧

〃
　
　
　
〃
　
　
大
麦
字
諏
訪
前
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
工
　
藤
　
久
兵
衛

〃
　
　
　
〃
　
　
葹
田
字
轡
田
百
二
十
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
林
　
誠
之
進

〃
　
　
　
〃
　
　
黒
坪
字
小
泉
三
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
　
木
　
　
　
孝

〃
　
　
　
〃
　
　
〃
　
字
新
間
三
十
三
番
地
の
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
　
木
　
金
　
雄

〃
　
　
　
〃
　
　
八
田
大
倉
字
長
表
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
　
井
　
誠
　
一

〃
　
　
　
〃
　
　
北
川
尻
字
上
村
宅
地
六
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
　
藤
　
甚
　
一

〃
　
　
　
〃
　
　
〃
　
　
字
中
村
四
十
一
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
　
北
　
嶋
　
　
　
新

〃
　
　
　
〃
　
　
〃
　
　
字
海
老
沢
村
五
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
鷲
　
谷
　
文
　
藏

〃
　
　
　
〃
　
　
今
戸
字
小
今
戸
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
　
山
　
冨
　
治

〃
　
　
　
〃
　
　
〃
　
字
カ
チ
田
八
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
　
木
　
忠
　
明

〃
　
　
　
〃
　
　
〃
　
字
狐
川
三
十
三
番
地
の
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
　
藤
　
善
　
光

〃
　
　
　
〃
　
　
〃
　
字
縄
手
添
九
十
四
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
　
遠
　
藤
　
慶
　
信

〃
　
　
　
〃
　
　
〃
　
字
寺
ノ
内
七
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
　
藤
　
八
十
治

〃
　
　
　
〃
　
　
浜
井
川
字
新
堰
七
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
　
田
　
英
　
次

〃
　
　
　
〃
　
　
〃
　
　
字
ヒ
ル
子
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
武
海
　
清
　
煕

４
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南
秋
田
郡
井
川
町
浜
井
川
字
洲
崎
百
四
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
　
田
　
昭
　
三

〃
　
　
　
飯
田
川
町
飯
塚
字
泓
七
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
　
仲
　
春
　
男

就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

南
秋
田
郡
井
川
町
井
内
字
杉
ヶ
崎
三
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
澤
　
石
　
　
　
進

〃
　
　
　
〃
　
　
大
麦
字
塚
台
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鷲
　
谷
　
　
　
準

〃
　
　
　
〃
　
　
赤
沢
字
赤
沢
百
五
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
齋
　
藤
　
正
　
寧

〃
　
　
　
〃
　
　
大
麦
字
諏
訪
前
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
工
　
藤
　
久
兵
衛

〃
　
　
　
〃
　
　
葹
田
字
轡
田
百
二
十
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
林
　
誠
之
進

〃
　
　
　
〃
　
　
黒
坪
字
小
泉
三
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
　
木
　
　
　
孝

〃
　
　
　
〃
　
　
〃
　
字
新
間
四
十
番
地
の
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
　
部
　
和
　
男

〃
　
　
　
〃
　
　
八
田
大
倉
字
古
堂
五
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
　
藤
　
喜
巳
男

〃
　
　
　
〃
　
　
坂
本
字
飛
塚
五
十
八
番
地
の
六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
門
　
間
　
　
　
栄

〃
　
　
　
〃
　
　
北
川
尻
字
上
村
宅
地
百
二
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
　
藤
　
勝
　
巳

〃
　
　
　
〃
　
　
〃
　
　
字
中
村
四
十
一
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
　
北
　
嶋
　
　
　
新

〃
　
　
　
〃
　
　
〃
　
　
字
海
老
沢
樋
ノ
口
六
十
一
番
地
の
一
　
　
　
　
伊
藤
　
市
右
衛
門

〃
　
　
　
〃
　
　
〃
　
　
字
海
老
沢
村
五
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
鷲
　
谷
　
文
　
藏

〃
　
　
　
〃
　
　
今
戸
字
小
今
戸
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
　
山
　
冨
　
治

〃
　
　
　
〃
　
　
〃
　
字
カ
チ
田
八
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
　
木
　
忠
　
明

〃
　
　
　
〃
　
　
〃
　
字
狐
川
三
十
三
番
地
の
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
　
藤
　
善
　
光

〃
　
　
　
〃
　
　
〃
　
字
家
ノ
後
九
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
遠
　
藤
　
新
栄
治

〃
　
　
　
〃
　
　
〃
　
字
寺
ノ
内
七
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
　
藤
　
八
十
治

〃
　
　
　
〃
　
　
浜
井
川
字
家
の
東
七
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
半
　
田
　
金
之
亟

〃
　
　
　
〃
　
　
〃
　
　
字
ヒ
ル
子
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
武
海
　
清
　
煕

〃
　
　
　
〃
　
　
〃
　
　
字
追
回
二
十
二
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
　
松
　
田
　
弘
　
咲

〃
　
　
　
飯
田
川
町
飯
塚
字
樋
ノ
下
三
十
四
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
田
　
仲
　
　
　
東

退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

南
秋
田
郡
井
川
町
宇
治
木
字
宇
治
木
四
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
　
藤
　
　
　
鬲

〃
　
　
　
〃
　
　
北
川
尻
字
海
老
沢
村
百
七
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
舘
　
岡
　
幸
　
一

〃
　
　
　
五
城
目
町
大
川
大
川
字
東
屋
布
百
四
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
伊
　
藤
　
正
　
春

就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

南
秋
田
郡
井
川
町
宇
治
木
字
宇
治
木
五
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
　
藤
　
　
　
毅

〃
　
　
　
〃
　
　
北
川
尻
字
海
老
沢
村
百
七
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
舘
　
岡
　
幸
　
一

〃
　
　
　
五
城
目
町
大
川
大
川
字
東
屋
布
百
四
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
伊
　
藤
　
正
　
春

二
　
男
鹿
市
脇
本
百
川
土
地
改
良
区

退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

男
鹿
市
脇
本
百
川
字
夏
張
六
十
四
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
栄
二
郎

三
　
仁
井
田
堰
土
地
改
良
区

退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

秋
田
市
牛
島
西
一
丁
目
七
番
六
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菅
　
原
　
金
三
郎

就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

秋
田
市
牛
島
西
一
丁
目
十
番
四
十
一
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
　
藤
　
良
太
郎

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
男
鹿

市
脇
本
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款
変
更
に
つ
い
て
平
成
十
三
年
五
月
十
日
認
可
し
た
の

で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
三
年
五
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
河
辺
町
長
か
ら
な
さ
れ
た
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
係

る
申
請
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八

条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
三
年
五
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称
　
町
営
土
地
改
良
事
業
（
田
尻
地
区
農
業
生
産
基
盤
整
備
事
業

農
道
整
備
）
）
計
画
書
及
び
条
例
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
三
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
六
月
十
五
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
河
辺
町
役
場

県
費
負
担
教
職
員
の
定
数
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
三
年
五
月
十
八
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
糸
　
井
　
健
　
二

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号

県
費
負
担
教
職
員
の
定
数
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

県
費
負
担
教
職
員
の
定
数
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

５

教

育

委

員

会

規

則

（二）（三）（四）

（一）（二）



平成13年 5月18日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1267号

６

市　町　村　名

鹿　　角　　市

小　　坂　　町

大　　館　　市

鷹　　巣　　町

比　　内　　町

森　　吉　　町

阿　　仁　　町

田　　代　　町

合　　川　　町

上 小 阿 仁 村

能　　代　　市

琴　　丘　　町

二　ツ　井　町

八　　森　　町

山　　本　　町

藤　　里　　町

八　　竜　　町

峰　　浜　　村

学校種別

小 学 校

中 学 校

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

１３１

８０

３６

１９

１９６

１３０

８１

４４

５４

２３

２８

１７

２０

１１

４２

１８

３４

１６

１９

１０

１６９

１０５

３３

１４

５９

２２

２７

１３

３０

１９

１７

１４

２５

１７

２５

１３

１０

５

４

１

１３

８

７

２

６

１

３

１

２

１

５

１

４

１

２

１

１３

６

３

１

６

１

３

１

３

１

２

１

２

１

３

１

１

２

１

０

５

１

２

１

１

０

１

０

０

１

１

０

０

０

１

０

５

１

１

０

０

１

１

０

１

０

１

０

１

０

０

１

１５２

９２

４５

２１

２２７

１４７

９７

４９

６６

２５

３５

１９

２４

１４

５３

２０

４２

１８

２４

１２

２００

１１８

４０

１６

７１

２５

３４

１５

３７

２１

２２

１６

３０

１９

３０

１６

１０

５

４

１

１３

８

７

２

５

１

３

１

２

１

５

１

４

１

２

１

１３

６

３

１

６

１

３

１

３

１

２

１

２

１

２

１

人 人 人 人 人

校長・教員 養 護 教 員 学校栄養職員 事 務 職 員 計

定　　　　　　　　　　　　　　　　数

別表



平成13年 5月18日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1267号

７

秋　　田　　市

男　　鹿　　市

五　城　目　町

昭　　和　　町

八　郎　潟　町

飯　田　川　町

天　　王　　町

若　　美　　町

井　　川　　町

大　　潟　　村

羽城中学校組合

河　　辺　　町

雄　　和　　町

本　　荘　　市

仁　賀　保　町

金　　浦　　町

象　　潟　　町

矢　　島　　町

岩　　城　　町

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

８３３

５２６

１１２

６４

５３

２６

３０

１７

１７

１４

７３

４０

３０

２３

２１

１４

１３

９

２４

３７

２５

３６

２６

１３８

８１

４５

３０

１６

１３

４６

２３

１８

１８

２２

１３

４２

２２

１０

４

６

１

２

１

１

１

４

２

３

２

１

１

１

１

１

４

２

４

２

８

３

４

１

１

１

３

１

１

１

２

１

２１

１１

１

３

１

１

１

１

０

１

１

１

１

０

１

０

１

０

１

１

０

１

０

３

２

１

０

１

０

０

１

１

０

１

０

９３８

５８４

１３３

７５

６６

２９

３５

２０

１９

１７

８２

４５

３７

２７

２４

１６

１６

１１

２７

４７

２９

４５

３０

１５８

９０

５４

３２

１９

１５

５２

２６

２１

２０

２７

１５

４２

２５

１０

４

６

１

２

１

１

１

４

２

３

２

１

１

１

１

１

５

２

４

２

９

４

４

１

１

１

３

１

１

１

２

１



平成13年 5月18日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1267号

８

由　　利　　町

大　　内　　町

西　　目　　町

鳥　　海　　町

東　由　利　町

大　　曲　　市

神　　岡　　町

西　仙　北　町

角　　館　　町

六　　郷　　町

中　　仙　　町

田　沢　湖　町

協　　和　　町

太　　田　　町

南　　外　　村

仙　　北　　町

西　　木　　村

千　　畑　　町

仙　　南　　村

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

２６

１８

３７

２６

１７

１７

３０

１８

２４

１３

１２２

６３

２４

１３

４４

２６

５７

２４

２６

１７

５０

２９

３９

３６

４８

１８

３１

１７

２０

１３

２４

１７

２６

２０

２９

２１

２８

１９

３

１

３

２

１

１

３

１

３

１

９

３

２

１

４

２

５

１

２

１

４

２

３

３

６

２

３

１

２

１

２

１

３

２

２

１

３

１

１

０

１

０

１

０

０

１

０

１

２

０

１

０

１

０

０

１

１

０

０

０

１

０

１

０

０

１

１

０

０

１

２

０

１

０

０

１

３３

２０

４４

３０

２０

１９

３６

２１

３０

１６

１４２

７０

２９

１５

５３

３０

６７

２７

３１

１９

５８

３３

４６

４２

６１

２１

３７

２０

２５

１５

２８

２０

３４

２４

３４

２３

３４

２２

３

１

３

２

１

１

３

１

３

１

９

４

２

１

４

２

５

１

２

１

４

２

３

３

６

１

３

１

２

１

２

１

３

２

２

１

３

１



平成13年 5月18日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1267号

９

横　　手　　市

増　　田　　町

平　　鹿　　町

雄　物　川　町

大　　森　　町

十　文　字　町

山　　内　　村

大　　雄　　村

湯　　沢　　市

稲　　川　　町

雄　　勝　　町

羽　　後　　町

東　成　瀬　村

皆　　瀬　　村

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

小　〃

中　〃

１２２

８３

４１

２１

５０

３０

４４

２１

３７

１９

４５

３３

１７

１４

２０

１４

１２３

７７

４４

２０

５１

２０

１１２

４６

１０

１２

１８

９

７

４

４

１

４

１

４

１

４

１

４

２

１

１

２

１

９

４

４

１

６

１

１１

３

１

１

２

１

３

０

０

１

０

１

０

１

０

１

１

０

１

０

０

１

３

０

０

１

０

１

１

０

０

１

０

１

１４０

９２

４９

２４

５８

３３

５２

２４

４５

２２

５４

３７

２０

１６

２４

１７

１４５

８５

５２

２３

６３

２３

１３５

５２

１２

１５

２２

１２

８

５

４

１

４

１

４

１

４

１

４

２

１

１

２

１

１０

４

４

１

６

１

１１

３

１

１

２

１



平成13年 5月18日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1267号

附
　
則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
県
費
負
担
教
職
員
の
定
数
を
定
め
る
規
則
の
規
定
は
、
平
成
十
三

年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

１０

人

事

委

員

会

公

告

平
成
１３
年
度
秋
田
県
職
員
採
用
試
験
公
告

人
事
委
員
会
規
則
４
―
５
（
職
員
の
任
用
）
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
採
用
試
験
に
つ
い

て
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
１
３
年
５
月
１
８
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷
　

１
　
試
験
の
種
類
及
び
程
度

平
成
１
３
年
度
秋
田
県
職
員
採
用
上
級
試
験
　
大
学
卒
業
程
度

２
　
試
験
区
分
、
採
用
予
定
人
員
及
び
職
務
内
容

３
　
給
与

初
任
給
は
平
成
１
３
年
４
月
１
日
現
在
、
原
則
と
し
て
薬
剤
師
及
び
管
理
栄
養
士
は
医
療
職
給
料

表
　
２
級
２
号
給
（
月
額
１
８
０
，４
０
０
円
）
、
そ
の
他
の
職
種
は
行
政
職
給
料
表
２
級
２
号
給
（
月

額
１
７
４
，４
０
０
円
）
が
支
給
さ
れ
、
こ
の
ほ
か
扶
養
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
期
末
手
当
、

勤
勉
手
当
、
寒
冷
地
手
当
等
の
諸
手
当
が
そ
れ
ぞ
れ
の
支
給
要
件
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
る
。

４
　
受
験
資
格

次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
（
「
管
理
栄
養
士
」
を
除
く
。
）

及
び
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
６
１
号
）
第
１
６
条
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
務
員
と
な
る

こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
受
験
で
き
な
い
。

行
政
、
心
理
判
定
、
化
学
、
水
産
、
林
学
、
総
合
土
木
、
建
築
、
機
械
、
電
気

次
の
ア
、
イ
の
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
す
者
が
受
験
で
き
る
。

ア
　
昭
和
４
７
年
４
月
２
日
か
ら
昭
和
５
５
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者

イ
　
昭
和
５
５
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）

を
卒
業
し
た
も
の
若
し
く
は
平
成
１
４
年
３
月
３
１
日
ま
で
に
卒
業
す
る
見
込
み
の
も
の
又
は
秋

田
県
人
事
委
員
会
が
同
等
の
資
格
が
あ
る
も
の
と
認
め
る
も
の

薬
剤
師

の
ア
又
は
イ
の
要
件
を
満
た
す
者
で
、
薬
剤
師
の
免
許
を
有
す
る
も
の
又
は
平
成
１
４
年
１
２

月
３
１
日
ま
で
に
薬
剤
師
の
免
許
を
取
得
す
る
見
込
み
の
も
の
が
受
験
で
き
る
。

管
理
栄
養
士

の
ア
又
は
イ
の
要
件
を
満
た
す
者
で
、
管
理
栄
養
士
の
免
許
を
有
す
る
も
の
又
は
平
成
１
４

年
１
２
月
３
１
日
ま
で
に
管
理
栄
養
士
の
免
許
を
取
得
す
る
見
込
み
の
も
の
が
受
験
で
き
る
。
た
だ

し
、
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
で
就
職
が
制
限
さ
れ
る
在
留
資
格
の
も
の
は
受
験
で
き
な
い
。

農
学
（
一
般
）
、
畜
産

の
ア
又
は
イ
の
要
件
を
満
た
す
者
で
、
改
良
普
及
員
（
農
業
経
営
）
の
資
格
を
有
す
る
も

の
又
は
平
成
１
４
年
３
月
３
１
日
ま
で
に
改
良
普
及
員
の
資
格
を
取
得
す
る
見
込
み
の
も
の
が
受

験
で
き
る
。

行
政

心
理

判
定

薬
剤

師

管
理
栄
養
士

化
学

農
学
（
一
般
）

水
産

畜
産

林
学

採
用
予
定

人
員
（
人
）

１
１２２１４２１１１

職
　
　
　
　
務
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

知
事
部
局
の
課
又
は
地
方
機
関
に
勤
務
し
て
行
政

事
務
に
従
事
す
る
。

知
事
部
局
の
課
又
は
地
方
機
関
に
勤
務
し
て
専
門

的
技
術
業
務
に
従
事
す
る
。

試
　
験
　
区
　
分

畜
産

林
学

総
合

土
木

建
築

機
械

電
気

１１３１２２
企
業
局
の
課
、
発
電
事
務
所
等
に
勤
務
し
て
専
門

的
技
術
業
務
に
従
事
す
る
。

（
二
）

（
１
）

（
１
）

（
１
）

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）



平成13年 5月18日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1267号

１１

５
　
試
験
の
実
施
日
、
場
所
、
方
法
等

第
１
次
試
験

ア
　
実
施
日

平
成
１
３
年
６
月
２
４
日
（
日
）

イ
　
場
所

秋
田
経
済
法
科
大
学
　
秋
田
市
下
北
手
桜
字
守
沢
４
６
番
地
の
１

都
道
府
県
会
館
　
　
　
東
京
都
千
代
田
区
平
河
町
二
丁
目
６
番
３
号

ウ
　
方
法

大
学
卒
業
程
度
の
教
養
試
験
、
専
門
試
験
及
び
論
文
試
験
を
行
う
。

エ
　
合
格
者
の
発
表

平
成
１
３
年
７
月
６
日
（
金
）
に
、
県
庁
正
面
公
告
板
に
受
験
番
号
を
掲
示
す
る
ほ
か
、
合

格
者
に
は
書
面
で
通
知
す
る
。

第
２
次
試
験

ア
　
実
施
日
及
び
場
所

平
成
１
３
年
７
月
下
旬
に
、
秋
田
市
に
お
い
て
行
う
。

イ
　
方
法

第
１
次
試
験
の
合
格
者
に
対
し
て
、
口
述
試
験
、
適
性
検
査
及
び
身
体
検
査
を
行
う
。

資
格
調
査

受
験
資
格
の
有
無
、
申
込
書
記
載
事
項
の
真
否
等
に
つ
い
て
行
う
。

最
終
合
格
者
の
発
表

平
成
１
３
年
８
月
中
旬
に
、
県
庁
正
面
公
告
板
に
受
験
番
号
を
掲
示
す
る
ほ
か
、
合
格
者
に
は

書
面
で
通
知
す
る
。

６
　
採
用
の
方
法
及
び
予
定
時
期

方
法

最
終
合
格
者
は
、
試
験
区
分
ご
と
の
採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
、
各
任
命
権
者
か
ら
の

請
求
に
応
じ
て
人
事
委
員
会
が
成
績
順
に
提
示
す
る
。
各
任
命
権
者
は
、
提
示
さ
れ
た
者
の
う

ち
か
ら
採
用
者
を
決
定
す
る
。
た
だ
し
、
「
薬
剤
師
」
、
「
管
理
栄
養
士
」
の
最
終
合
格
者
で

こ
れ
ら
の
免
許
を
取
得
す
る
見
込
み
の
も
の
が
平
成
１
４
年
１
２
月
３
１
日
ま
で
に
各
試
験
区
分
ご
と

に
定
め
る
免
許
を
取
得
で
き
な
か
っ
た
場
合
及
び
「
農
学
（
一
般
）
」
、
「
畜
産
」
の
最
終
合

格
者
で
、
改
良
普
及
員
の
資
格
を
取
得
す
る
見
込
み
の
も
の
が
平
成
１
４
年
３
月
３
１
日
ま
で
に
当

該
資
格
を
取
得
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
者
は
採
用
候
補
者
名
簿
か
ら
削
除
さ
れ

る
。予
定
時
期

平
成
１
４
年
４
月
以
降

７
　
受
験
手
続

受
験
申
込
書
の
交
付

秋
田
県
人
事
委
員
会
事
務
局
、
県
庁
県
民
ホ
ー
ル
、
総
合
生
活
文
化
会
館
（
ア
ト
リ
オ
ン
）
、

各
地
方
部
県
民
室
、
大
館
地
区
総
合
事
務
所
、
東
京
事
務
所
、
北
海
道
事
務
所
、
大
阪
事
務
所
、

名
古
屋
事
務
所
、
福
岡
事
務
所
及
び
Ａ
タ
ー
ン
プ
ラ
ザ
秋
田
に
お
い
て
交
付
す
る
。

受
験
の
申
込
み

受
験
希
望
者
は
、
受
験
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
秋
田
県
人
事
委
員
会
事
務
局
に
提

出
す
る
こ
と
。

申
込
受
付
期
間

日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
き
、
平
成
１
３
年
５
月
２
１
日
（
月
）
か
ら
同
年
６
月
６
日
（
水
）
ま

で
の
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
ま
で
受
け
付
け
る
。

な
お
、
郵
送
に
よ
る
申
込
み
は
、
平
成
１
３
年
６
月
６
日
（
水
）
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に

限
り
、
受
け
付
け
る
。

８
　
そ
の
他

受
験
手
続
そ
の
他
受
験
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
は
、
秋
田
県
人
事
委
員
会
事
務
局
（
秋
田
市

山
王
四
丁
目
１
番
２
号
　
電
話
０
１
８
（
８
６
０
）
３
２
５
３
）
に
行
う
こ
と
。

試
験
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
別
に
受
験
案
内
が
作
成
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
す
る
こ
と
。

平
成
１
３
年
度
警
察
官
採
用
試
験
公
告

人
事
委
員
会
規
則
４
―
５
（
職
員
の
任
用
）
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
採
用
試
験
に
つ
い

て
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
１
３
年
５
月
１
８
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷
　

１
　
試
験
の
種
類
、
区
分
及
び
実
施
機
関

種
類

平
成
１
３
年
度
警
察
官
採
用
試
験

区
分
及
び
実
施
機
関

２
　
試
験
の
程
度
及
び
採
用
予
定
人
員

試
験
区
分

警
察
官
Ａ

女
性
警
察
官
Ａ

実
　
　
　
　
施
　
　
　
　
機
　
　
　
　
関

秋
田
県
、
埼
玉
県
、
千
葉
県
及
び
神
奈
川
県
の
各
人
事
委
員
会
並
び
に

警
視
庁

秋
田
県
人
事
委
員
会

（
１
）

（
２
）

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
１
）

（
２
）

（
１
）

（
２
）

（
１
）

（
２
）

（
３
）



平成13年 5月18日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1267号

１２

※
　
警
察
官
Ａ
の
受
験
者
は
、
第
２
志
望
ま
で
選
択
で
き
る
。
た
だ
し
、
秋
田
県
を
第
２
志
望

と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

３
　
職
務
内
容
及
び
給
与

職
務
内
容

個
人
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
の
保
護
、
犯
罪
の
予
防
、
鎮
圧
及
び
捜
査
、
被
疑
者
の
逮
捕
、

交
通
の
取
締
り
そ
の
他
公
共
の
安
全
及
び
秩
序
の
維
持
の
任
務
に
従
事
す
る
。

給
与
（
平
成
１
３
年
４
月
１
日
現
在
の
秋
田
県
の
例
）

以
上
の
ほ
か
、
扶
養
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
、
寒
冷
地
手

当
等
の
諸
手
当
が
そ
れ
ぞ
れ
の
支
給
要
件
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
る
。

４
　
受
験
資
格

た
だ
し
、
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
及
び
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
６
１
号
）
第

１
６
条
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
務
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
受
験
で
き
な
い
。

５
　
試
験
の
実
施
日
、
場
所
、
方
法
等

第
１
次
試
験

ア
　
実
施
日

平
成
１
３
年
７
月
８
日
（
日
）

イ
　
場
所

秋
田
経
済
法
科
大
学
　
秋
田
市
下
北
手
桜
字
守
沢
４
６
番
地
の
１

ウ
　
方
法

大
学
卒
業
程
度
の
教
養
試
験
、
論
文
試
験
及
び
身
体
検
査
を
行
う
。

エ
　
合
格
者
の
発
表

警
察
官
Ａ
で
志
望
が
秋
田
県
の
場
合
及
び
女
性
警
察
官
Ａ

平
成
１
３
年
７
月
１
９
日
（
木
）
に
、
県
庁
正
面
公
告
板
等
に
受
験
番
号
を
掲
示
す
る
ほ
か
、

合
格
者
に
は
書
面
で
通
知
す
る
。

警
察
官
Ａ
で
志
望
が
秋
田
県
以
外
の
場
合

平
成
１
３
年
９
月
上
旬
に
、
志
望
先
の
都
県
か
ら
合
格
者
に
対
し
て
書
面
で
通
知
す
る
。

第
２
次
試
験

ア
　
実
施
日

警
察
官
Ａ
で
志
望
が
秋
田
県
の
場
合
及
び
女
性
警
察
官
Ａ

平
成
１
３
年
７
月
下
旬

警
察
官
Ａ
で
志
望
が
秋
田
県
以
外
の
場
合

平
成
１
３
年
９
月
中
旬

イ
　
場
所

秋
田
市

ウ
　
方
法

第
１
次
試
験
の
合
格
者
に
対
し
て
、
口
述
試
験
、
適
性
検
査
、
身
体
精
密
検
査
及
び
体
力

検
査
を
行
う
。

試
験
区
分

警
察
官
Ａ

女
性
警
察
官
Ａ

程
　
　
　
　
度

大
学
卒
業
程
度

大
学
卒
業
程
度

秋
田
県

２
９６

埼
玉
県

３

千
葉
県

６

神
奈
川
県

３

警
視
庁

３

採
　
用
　
予
　
定
　
人
　
員
（
人
）

採
　
　
用
　
　
時

公
安
職
給
料
表

１
級
７
号
給

（
１
９
９
，９
０
０
円
）

採
用
１
年
後

公
安
職
給
料
表

１
級
９
号
給

（
２
１
５
，１
０
０
円
）

警
察
官
Ａ

女
性
警
察
官
Ａ

神
奈
川
県

警
視
庁

秋
田
県

た
男
性

昭
和
　
年
４
月
２
日

か
ら
昭
和
　
年
４
月

１
日
ま
で
に
生
ま
れ

た
男
性

昭
和
　
年
４
月
２
日

か
ら
昭
和
　
年
４
月

１
日
ま
で
に
生
ま
れ

た
女
性

し
た
者
又
は
平
成
　
年
３
月
　
日

ま
で
に
卒
業
す
る
見
込
の
者

イ
　
人
事
委
員
会
が
ア
に
該
当
す
る

者
と
同
等
の
学
歴
を
有
す
る
と
認

め
る
者

４
７

５
９

１
４

３
１

試
験
区
分

警
察
官
Ａ

実
施
機
関

秋
田
県

埼
玉
県

千
葉
県

神
奈
川
県

警
視
庁

年
齢
・
性
別

昭
和
　
年
４
月
２
日

か
ら
昭
和
　
年
４
月

１
日
ま
で
に
生
ま
れ

た
男
性

昭
和
　
年
４
月
２
日

か
ら
昭
和
　
年
４
月

１
日
ま
で
に
生
ま
れ

た
男
性

昭
和
　
年
４
月
２
日

か
ら
昭
和
年
４
月

学
　
　
　
　
　
　
歴

ア
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
　
年
法
律

第
　
号
）
の
規
定
に
よ
る
大
学

（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
を
卒
業

し
た
者
又
は
平
成
　
年
３
月
　
日

ま
で
に
卒
業
す
る
見
込
の
者

イ
　
人
事
委
員
会
が
ア
に
該
当
す
る

者
と
同
等
の
学
歴
を
有
す
る
と
認

め
る
者

４
７

５
９

４
７

５
５

４
７

５
９

２
２

２
６

１
４

３
１

（
１
）

（
２
）

（
１
）

（
２
） （
ア
）

（
イ
）

（
ア
）

（
イ
）
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１３

女
性
警
察
官
Ａ

秋
田
県

か
ら
昭
和
　
年
４
月

１
日
ま
で
に
生
ま
れ

た
女
性

５
９

秋
田
県
収
用
委
員
会
公
示
送
達

土
地
収
用
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
公
示
送
達
を
行
う
。

な
お
、
送
達
す
べ
き
書
類
は
、
当
収
用
委
員
会
事
務
局
（
秋
田
県
建
設
交
通
部
建
設
管
理
課
）
に

保
管
し
、
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
に
い
つ
で
も
交
付
す
る
。
受
領
し
な
い
と
き
は
、
平
成
十
三
年
六

月
八
日
を
も
っ
て
そ
の
書
類
の
送
達
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

平
成
十
三
年
五
月
十
八
日

秋
田
県
収
用
委
員
会
会
長
　
豊
　
口
　
祐
　
一

一
　
事
件
名

一
級
河
川
子
吉
川
水
系
芋
川
広
域
基
幹
河
川
改
修
事
業
に
係
る
土
地
収
用
事
件

二
　
送
達
す
べ
き
書
類
の
名
称

平
成
十
三
年
四
月
二
十
四
日
付
け
秋
収
委
―
九
、
十
、
十
二
、
十
三
及
び
十
四
「
裁
決
書
」

三
　
送
達
を
受
け
る
べ
き
者

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
七
丁
目
十
番
十
八
号
　
坂
本
ビ
ル
三
〇
一
号

有
限
会
社
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
貿
易
　
代
表
取
締
役
　
永
　
易
　
昭
　
一

仙
台
市
若
林
区
河
原
町
二
丁
目
四
番
二
号
　
ア
ル
フ
ァ
ー
河
原
町
三
〇
五

武
　
沢
　
善
　
美

ペ
ー
ジ
　
　
段
　
　
　
行
　
　
　
　
　
　
　
誤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正

平
成
十
三
年
三
月
三
十
日
（
号
外
第
四
号
）
掲
載
の
目
次

一
　
　
　
上
　
　
終
わ
り
　
内
水
面
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
　
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示

か
ら
九
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃
　
　
　
〃
　
　
終
わ
り
　
秋
田
県
内
水
面
漁
業
調
整
委
員
　
秋
田
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

か
ら
八
　
会
が
管
理
す
る
公
文
書
の
公
開
　
が
管
理
す
る
公
文
書
の
公
開
等
に

等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
　
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

正
す
る
規
程
　
　
　
　
　
　
　
　
規
程

収
用
委
員
会
公
示
送
達

資
格
調
査

受
験
資
格
の
有
無
、
申
込
書
記
載
事
項
の
真
否
等
に
つ
い
て
行
う
。

最
終
合
格
者
の
発
表

ア
　
警
察
官
Ａ
で
志
望
が
秋
田
県
の
場
合
及
び
女
性
警
察
官
Ａ

平
成
１
３
年
８
月
中
旬
に
、
県
庁
正
面
公
告
板
等
に
受
験
番
号
を
掲
示
す
る
ほ
か
、
合
格
者

に
は
書
面
で
通
知
す
る
。

イ
　
警
察
官
Ａ
で
志
望
が
秋
田
県
以
外
の
場
合

平
成
１
３
年
１
２
月
上
旬
に
、
志
望
先
の
都
県
か
ら
合
格
者
に
対
し
て
書
面
で
通
知
す
る
。

６
　
採
用
の
方
法
及
び
予
定
時
期

方
法

最
終
合
格
者
は
、
合
格
を
決
定
し
た
都
県
の
警
察
官
Ａ
採
用
候
補
者
名
簿
及
び
秋
田
県
女
性

警
察
官
Ａ
採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
、
当
該
都
県
の
監
視
総
監
又
は
警
察
本
部
長
か
ら
の

請
求
に
応
じ
て
成
績
順
に
提
示
さ
れ
る
。
当
該
警
視
総
監
又
は
警
察
本
部
長
は
、
提
示
さ
れ
た

者
の
う
ち
か
ら
採
用
者
を
決
定
す
る
。

な
お
、
平
成
１
４
年
３
月
３
１
日
ま
で
に
大
学
等
を
卒
業
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
そ
の
者
は
採

用
候
補
者
名
簿
か
ら
削
除
さ
れ
る
。

予
定
時
期

平
成
１
４
年
４
月
以
降

７
　
受
験
手
続

受
験
申
込
書
の
交
付

秋
田
県
人
事
委
員
会
事
務
局
、
秋
田
県
警
察
本
部
警
務
課
、
県
内
の
各
警
察
署
、
県
庁
県
民

ホ
ー
ル
、
総
合
生
活
文
化
会
館
（
ア
ト
リ
オ
ン
）
、
各
地
方
部
県
民
室
、
大
館
地
区
総
合
事
務

所
、
東
京
事
務
所
、
北
海
道
事
務
所
、
大
阪
事
務
所
、
名
古
屋
事
務
所
、
福
岡
事
務
所
及
び
Ａ

タ
ー
ン
プ
ラ
ザ
秋
田
に
お
い
て
交
付
す
る
。

受
験
の
申
込
み

受
験
希
望
者
は
、
受
験
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
秋
田
県
警
察
本
部
警
務
課
又
は
県

内
の
各
警
察
署
に
提
出
す
る
こ
と
。

申
込
受
付
期
間

日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
き
、
平
成
１
３
年
５
月
２
１
日
（
月
）
か
ら
同
年
６
月
６
日
（
水
）
ま

で
の
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
ま
で
受
け
付
け
る
。

な
お
、
郵
送
に
よ
る
申
込
み
は
、
平
成
１
３
年
６
月
６
日
（
水
）
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に

限
り
、
受
け
付
け
る
。

８
　
そ
の
他

受
験
手
続
そ
の
他
受
験
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
は
、
秋
田
県
人
事
委
員
会
事
務
局
（
秋
田
市

山
王
四
丁
目
１
番
２
号
　
電
話
０
１
８
（
８
６
０
）
３
２
５
３
）
、
秋
田
県
警
察
本
部
警
務
課
（
秋
田

市
山
王
四
丁
目
１
番
５
号
　
電
話
０
１
８
（
８
６
３
）
１
１
１
１
　
内
線
２
６
２
２
～
２
６
２
４
）
又
は
県
内

の
各
警
察
署
に
行
う
こ
と
。

試
験
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
別
に
受
験
案
内
が
作
成
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
す
る
こ
と
。

正
　
　
　
　
　
　
誤

（
３
）

（
４
）

（
１
）

（
２
）

（
１
）

（
２
）

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（一）（二）
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１４

平
成
十
三
年
三
月
三
十
日
（
号
外
第
六
号
）
掲
載
の
目
次

一
　
　
　
上
　
　
　
十
　
　
秋
田
県
教
育
委
員
会
が
取
り
扱
　
秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
文
書
管

う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
　
理
規
則

規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃
　
　
　
〃
　
　
　
十
一
　
秋
田
県
教
育
委
員
会
行
政
文
書
　
秋
田
県
教
員
委
員
会
が
取
り
扱
う

管
理
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則

発

行

者

秋

田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
五
百
円

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（862）

（863）


